
施策の基本的方向 具体的施策 担当府省

ア　初等中等教育
の充実

○学校教育全体を
通じた指導の充実
等

文部科学
省

○ ○ 引き続き、学習指導要領に基づき推進予定。（文部科
学省）

１０．男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実

学校教育においては、児童生徒の発達段階に応じて、
社会科、家庭科、道徳、特別活動等において、男女の
平等や男女相互の理解と協力の重要性について指
導。（文部科学省）

施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

①学校教育全体を
通じて、児童生徒の
発達段階に応じ、多
くの先人達の努力
により男女平等が
歴史的にいかに進
展してきたかなど、
人権の尊重、男女
の平等、男女の相
互理解と協力の重
要性、家庭生活の
大切さなどについて
指導の充実を図る
とともに、教科書な
どの教材においても
適切な配慮がなさ
れるよう留意する。
また、思いやりと自
立の意識を育む教
育、一人一人の個
性や能力を尊重し、
児童生徒が主体的
に学び、考え、行動
する姿勢を育む教
育を推進する。

（１）男女平等を推
進する教育・学習
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○ ○

文部科学
省

○

○家庭科教育の充
実

②男女を問わず国
民一人一人が健全
な食生活を実現す
るための能力を養
成する観点からの
食育を推進する。

③学校運営が、性
別に基づく固定的な
役割分担を前提に
行われることがない
よう留意し、その考
え方がＰＴＡ活動な
どの地域活動にも
浸透するように努め
る。また、ＰＴＡの会
長への女性の登用
の促進など、ＰＴＡに
おける方針決定過
程への女性の参画
を進める。さらに、
働く父親や母親が
参加しやすい時間
帯等にＰＴＡの活動
を開催することを進
める。

PTAの全国大会等を通じ、地域の様々な人材がPTA活
動に参加することの重要性を周知。（文部科学省）

「食育推進プラン」の充実
平成18年３月に政府において決定された「食育推進基
本計画」等を踏まえ、栄養教諭が中心となり、学校、家
庭、地域が連携しつつ、子どもに望ましい食習慣や食
の自己管理能力などを身に付けさせることができるよ
う、学校における食育を推進。（文部科学省　平成17年
度～）

引き続き実施予定。（文部科学省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○ ○

イ　高等教育の充
実

文部科学
省

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

引き続き、学習指導要領に基づき推進予定。（文部科
学省）

学習指導要領においては、高等学校家庭科では、家
族・家庭の意義や社会とのかかわりについて学習する
際に、男女が相互に協力して、家族の一員としての役
割を果たし家庭を築くことの重要性について指導。（文
部科学省）

④家庭科教育につ
いては、男女共同
参画社会を推進す
る観点から、学習指
導要領に基づき、児
童生徒の発達段階
に応じて、男女が相
互に協力し、家族の
一員としての役割を
果たし、家庭を築く
ことの重要性につい
て認識させることな
どとしており、その
趣旨の普及・徹底に
努める。

○高等教育機関に
おける男女共同参
画の推進

①高等教育機関に
おける教育・研究活
動が男女共同参画
の理念を踏まえて
行われるよう努める
とともに、様々な学
問分野への女性の
参画を促進する。

女子中高生の理系進路選択支援事業(文部科学省　平
成18年度～）（３（１）ア⑦に前掲）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

文部科学
省

○

○ ○ 引き続き実施予定（文部科学省）

女子中高生の理系進路選択支援事業(文部科学省　平
成18年度～）（３（１）ア⑦に前掲）

②国立大学協会の
男女共同参画に関
するワーキング・グ
ループが行った、国
立大学における男
女共同参画を推進
するための提言等
も踏まえ、学術・研
究の分野における
女性の参画の促進
に努める。

③国立大学協会報
告書において策定
した「2010年までに
女性教員の割合を
20％に引き上げる」
という達成目標も踏
まえ、各国立大学法
人における女性教
員の割合向上など
の取組を要請する。
また、公私立大学
等についても女性
教員の割合向上等
につき協力を要請
する。

平成18年１月24日に開催された『平成17年度学校法人
の運営等に関する協議会』において、｢大学における多
様な人材の採用等について｣の資料を配布・周知。（文
部科学省）

2000年５月に報告書を策定して以来、2001年（7.6％）、
2003年（8.0％）、2005年（9.3％）に全国立大学法人へ
調査を行っており、女性教員の割合は向上。
2007年に行った第４回調査結果については、年度内ま
でにまとまる予定。（文部科学省）（１（３）⑦に前掲）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○奨学金制度の充
実

文部科学
省

○ ○ 引き続き充実を図っていく予定。

ウ　社会教育の推
進

文部科学
省

○ ○家庭教育支援総合推進事業を実施（文部科学省）（５．
（２）アに前掲）

独立行政法人日本学生支援機構奨学金事業
・教育の機会均等の観点から、意欲と能力のある学生
等が家庭の経済的状況によって修学の機会が奪われ
ないよう、奨学金事業による支援を実施。
　平成18年度
　　・貸与人員 109.2万人
　　　　（対前年度比5.7万人増）（文部科学省）

④自立の意識を醸
成していくため、学
生が、親の金銭的
援助に過度に依存
することなく、自立し
て学ぶことができる
よう、奨学金制度の
充実を図る。

①男女が相互の人
格を尊重し、相手の
立場を理解し助け
合うような人間形成
を図るため、子育て
中の親やこれから
親となる者等を対象
とした家庭教育に関
する学習機会を提
供する また 子育

○男女共同参画の
視点に立った家庭
教育の推進

平成19年度
　・貸与人員114.3万人
　　　（対前年度比5.2万人増）
（文部科学省）

「地域における家庭教育支援基盤形成事業」を実施予
定。（文部科学省　平成20年度～）（５（２）21に前掲）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○男女共同参画に
関する学習機会の
充実

文部科学
省

○

○ ○ 引き続き実施予定（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定（文部科学省）

②社会教育におい
て、プログラムの開
発や学級・講座の
開設など、男女共同
参画の意識を高
め、固定的な男女
の役割分担にとら
われない意識を醸
成する学習機会の
提供を推進するとと
もに、指導者用資料
の作成、専門的な
指導者の養成など
を推進する。その
際、女性のみならず
男性に対しても積極
的な参加を促す。

供する。また、子育
てに悩みや不安を
抱える親に対する
相談体制の充実を
図る。

「女性のキャリア形成支援プラン」において、「キャリア
形成支援事業」として、女性が社会で十分能力を発揮
し、多様なキャリアを形成するための支援策等につい
て調査研究を行い、その成果を普及。（文部科学省
平成16年度～18年度)（１（3）①に前掲）

独立行政法人国立女性教育会館において、女性関連
施設や女性団体等の基幹的指導者を対象に、「女性関
連施設・団体リーダーのための男女共同参画推進研
修」を開催（文部科学省　18年度～）

独立行政法人国立女性教育会館において「男女共同
参画に関する統計の調査研究」を実施し、研修にて広
範に活用することで、研究成果の還元を図る。（文部科
学省　18年度～）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○ 引き続き実施予定（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定（文部科学省）

エ　教育関係者の
意識啓発

文部科学
省

○ ○

○ ○

○教育関係者の男
女共同参画に関す
る正確な理解の促
進

①男女共同参画社
会は男女の生物学
的な違いを否定す
るものであるなどの
誤解を払拭するた
めにも、教育関係者
等に対し男女共同
参画に対する正確
な理解の浸透を図
る。

都道府県・政令指定都市教育委員会の学校教育主管
課等関係部局に対し、「社会的性別」に係る内閣府の
事務連絡や関連する資料をつけた事務連絡を送付し、
関係者に周知。（文部科学省）

各種会議において、ジェンダーについての考え方を説
明し、教育現場への徹底を要請。（文部科学省）

「男女共同参画社会に向けた教育・学習支援に係る特
別調査研究」において、女性のライフプランニングに関
する意識形成等を促す学習プログラムを開発し、社会
教育施設等に普及する。（平成19年度～）

独立行政法人国立女性教育会館において「家庭教育・
次世代育成支援のためのプログラムに関する調査研
究」を行い、他機関・施設で実施されてきた研修・学習
プログラムを収集・分析し、新たな支援プログラムを開
発。（文部科学省　平成18年度～）

引き続き各種会議等の機会を通じ男女共同参画に対
する正確な理解を促進。（文部科学省）

ひき続き各種会議等の機会を通じ男女共同参画に対
する正確な理解を促進。（文部科学省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○

文部科学
省

○ ○

○ ○

オ　男女共同参画
社会の形成に資す
る調査・研究等の充

②教員養成課程に
おける男女平等な
どの人権教育を促
進するとともに、学
校における男女共
同参画の推進等を
図るため、学長・学
校長を始めとする教
職員が男女共同参
画の理念を理解し、
男女共同参画意識
を高めることができ
るよう、各教育委員
会や大学等が実施
する研修等の取組
を促進する。

③青少年教育活動
の指導者など社会
教育に携わる者に
対しても、様々な機
会を活用し、男女共
同参画についての
意識啓発に努める。

都道府県・政令指定都市教育委員会の社会教育主管
課等関係部局に対し、「社会的性別」に係る内閣府の
事務連絡や関連する資料をつけた事務連絡を送付し、
関係者に周知。（文部科学省）

各種会議において、ジェンダーについての考え方を説
明し、教育現場への徹底を要請。（文部科学省）（10
（１）エ①前掲）

ひき続き各種会議等の機会を通じ男女共同参画に対
する正確な理解を促進。（文部科学省）

教員養成課程においては、教員を志望する者に対し、
従来より日本国憲法の履修を義務づけており、この中
で基本的人権についての認識を深めさせるとともに、
各大学の判断により「総合演習」等の教職科目におい
ても男女共同参画等の人権教育について分析及び検
討等を中心に自らの理解を深めさせるような科目を設
置。また、独立行政法人教員研修センターで実施して
いる各地域の中核となる教員等に対する研修におい
て、人権教育を内容に含めるなど、理解促進に努めて
いるところ。（文部科学省）

独立行政法人国立女性教育会館において、女性関連
施設職員等を対象とした「女性のキャリア形成支援推
進研修」を開催。（文部科学省　18年度～）

ひき続き各種会議等の機会を通じ男女共同参画に対
する正確な理解を促進。（文部科学省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

文部科学
省

○

実

○高等教育機関及
び社会教育の場に
おける調査・研究等
の充実

独立行政法人国立女性教育会館では、高等教育機関
における女性学関連科目等の開講状況について調査
を実施し、データベースを作成・公開し、その成果を普
及（文部科学省　平成13年度～）

①高等教育機関に
おいて、男女共同
参画の正確な理解
の浸透を図るため、
男女共同参画社会
の形成に資する調
査・研究の充実を促
す。

②男女共同参画の
正確な理解の浸透
を図るため、男女共
同参画社会の形成
に資する研究の成
果を女性教育施策

社会教育 場

「女性のキャリア形成支援プラン」において、キャリア形
成支援事業の委託等を行うことにより、女性が社会で
十分能力を発揮し、多様なキャリアを形成するための
支援策について調査研究を行い、その成果を普及。
（文部科学省　平成16年度～18年度)（１（３）①に前掲）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

文部科学
省

○

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

「女性のキャリア形成支援プラン」において、キャリア形
成支援事業の委託等を行うことにより、女性が社会で
十分能力を発揮し、多様なキャリアを形成するための
支援策について調査研究を行い、その成果を普及。
（文部科学省　平成16年度～18年度)（１（３）①に前掲）

③社会教育の場に
おいても、男女共同
参画の正確な理解
の浸透を図るため、
関連する講座を開
設するなど、男女共
同参画社会の形成
に資する調査・研究
の充実に努める。

や社会教育の場に
おけるプログラム開
発などへ幅広く活用
し、社会への還元を
促進する。

○独立行政法人国
立女性教育会館に
おける調査研究

「男女共同参画社会に向けた教育・学習支援に係る特
別調査研究」において、女性のライフプランニングに関
する意識形成等を促す学習プログラムを開発し、社会
教育施設等に普及する（文部科学省　平成19年度～）
（１０（１）ウ②、オ②に前掲)

「男女共同参画社会に向けた教育・学習支援に係る特
別調査研究」において、女性のライフプランニングに関
する意識形成等を促す学習プログラムを開発し、社会
教育施設等に普及する（文部科学省　平成19年度～１
０（１）ウ②に前掲)
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○日本学術会議に
おける男女共同参
画に関する検討

④独立行政法人国
立女性教育会館に
おいては、調査研
究・情報事業及び大
学等の研究の成果
を、研修・交流事業
に活用し、地方公共
団体、男女共同参
画センター等の女
性関連施設、及び
社会教育施設と連
携を図りつつ事業を
展開する。これによ
り男女共同参画社
会の形成に資する
研究の成果の全国
的な還元を図る。

高等教育機関における女性学関連科目等の開講状況
について調査を実施し、データベースを作成・公開し、
その成果を普及。（文部科学省　平成13年度～）

「男女共同参画に関する統計の調査研究」を実施し、
館内で行われる研修にて広範に活用することで、研究
成果を還元。（文部科学省　平成18年度～）

女性関連施設や女性団体等の基幹的指導者を対象
に、「女性関連施設・団体リーダーのための男女共同
参画推進研修」を開催（文部科学省　平成18年度～）
（１０（１）ウ②に前掲）

男女共同参画・女性教育・家庭教育に関する喫緊の課
題に係る学習プログラム等の開発・普及について、「女
性のキャリア形成支援のためのプログラムに関する調
査研究」等の成果を活用し、女性関連施設職員を対象
とした「女性のキャリア形成支援推進研修」を開催（文
部科学省　平成18年度～）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

内閣府 ○ ○

ア　生涯学習の推
進

○リカレント教育の
推進

文部科学
省

○ ○

○

⑤日本学術会議に
おいては、男女共
同参画に資する学
術についての多角
的な調査、審議を一
層推進する。

①子育てと仕事の
両立のためにも、学
校教育の修了後
いったん社会に出
た後に行われるリカ
レント教育の重要性
はますます高まって
おり、編入学の受入
れ、大学等における
社会人特別選抜の
実施、昼夜開講制
の推進、夜間大学
院の設置、公開講
座の実施等に努
め、大学等の生涯
学習機能の拡充を
図るとともに、高等
学校等における開
放講座の充実を図
る。

日本学術会議「学術とジェンダー委員会」において、対
外報告「提言：ジェンダー視点が拓く学術と社会の未
来」（平成18年11月）を公表した。また、男女共同参画
に資する学術についての、多角的な視点からの審議を
継続的に行うため、「社会学委員会ジェンダー学分科
会」を設置し、審議。（内閣府）

シンポジウム「人口とジェンダー：少子化対策は可能
か」（仮題）開催予定（平成20年1月）(内閣府）

（２）多様な選択を
可能にする教育・
学習機会の充実

社会人特別選抜
大学483校（H18）大学院358校（H17）
昼夜開講制
大学60校（H18）大学院292校（H17）
夜間大学院
大学院28校（H18）
公開講座
大学715校（H17）

各大学における社会人の学ぶ機会を増加させるため、
各種機会を通じて各大学の自主的な取組を促進。（文
部科学省）

引き続き実施予定。（文部科学省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○放送大学の整備
等

文部科学
省

○ ○

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

文部科学
省

○ ○

○学校施設の開放
促進等

③単位制高等学校
や専修学校の整備
を推進するととも
に、社会通信教育
の振興を図るなど
多様な学習歴や生
活環境を持つ学習
者に対する学習機
会の提供を促進す
る。

②放送大学や放送
大学大学院をはじ
め時間・空間的制
約のない高等教育
の機会の提供の推
進を促す。

引き続き実施予定。（文部科学省）

引き続き実施予定（文部科学省）

単位制高等学校の設置数
平成18年度　738校
平成17年度　679校

放送大学では、国民の多様化するニーズに対応した学
習機会を提供。1985年度の学生受入れ開始以来、これ
まで学んだ学生は104万8,125名に上り、4万7,936名の
卒業生及び1,610名の修了生を輩出。（文部科学省）

通信教育を行う大学・大学院数（出典：学校基本調査）
平成17年度　大学：34校　大学院：18校
平成18年度　大学：35校　大学院：18校
平成19年度　大学：39校　大学院：22校

教員や看護師の関連免許取得等に対する支援や、一
定の科目を学んだ学生に対し学位以外の履修証明を
与える科目群履修認証制度(放送大学エキスパート)を
創設。（文部科学省）

関係会議等において単位制高等学校の意義・理念を
周知するなど、単位制高等学校の設置促進を図ってお
り、年々増加。
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○

○ ○

○青少年の体験活
動等の充実

文部科学
省

○ ○

○

○

○

④地域住民の学習
機会や子どもたち
の活動の場を幅広く
提供するために、学
校施設を学校休業
日や放課後に地域
住民や子どもたちに
開放し多様な学習
機会の提供を行う。
また、学校・家庭・
地域社会が連携協
力することの重要性
に鑑み、地域の生
涯学習活動等を実
施するための場な
どを備えた地域コ
ミュニティの拠点とし
ての学校施設の整
備促進を図る。

⑤男女共同参画の
視点に立って、青少
年の奉仕活動、自
然体験活動等の場
や機会の充実を図
る。

青少年が自立した人間として成長することを支援する
ため、青少年の行動の原動力である意欲や、職業的自
立の礎となる社会性を育む自然体験や社会体験など

引き続き実施予定（文部科学省）

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、
子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、
地域の多様な方々の参画を得て、学習活動や様々な
体験・交流活動等を推進する取組を実施（文部科学省
平成16年度～）
　Ｈ17：約　8,000カ所
　Ｈ18：約　8,300カ所

学校における様々な体験活動を推進するため、「豊か
な体験活動推進事業」を実施（文部科学省　平成14年
度～）
「地域ボランティア活動推進事業」を実施し、地域にお
けるボランティア活動を支援。（文部科学省　平成17年
度～18年度）
「ボランティア活動広報啓発・普及事業」を実施（文部科
学省　平成18年度）

放課後や週末における子どもの安全で健やかな活動
場所を確保し、学習やスポーツ・文化活動等の取組を
実施する「放課後子ども教室推進事業（放課後子ども
プラン）」を開始。（文部科学省　平成19年度～）（５（２）
ア⑲に前掲）

引き続き実施予定（文部科学省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○ ○

文部科学
省

○ ○

⑥民間教育事業者
に対して、男女共同
参画社会の理念を
踏まえながら、事業
の実施、相互の連
携、地方公共団体と
の連携を図るよう指
導、助言を行うな
ど、民間教育事業
者の健全な発展を
促進するよう努め
る。

○高度情報通信
ネットワーク社会に
対応した教育の推
進

⑦学校教育、社会
教育を通じて情報
活用能力を育成す

○民間教育事業と
の連携

体験活動の充実を図る「青少年の意欲向上・自立支援
事業」を実施。（平成19年度）

引き続き実施予定（文部科学省）学習指導要領において、小学校段階では、各教科等
の指導に当たって、「コンピュータや情報通信ネット
ワークなどの情報手段に慣れ親しみ適切に活用する学

引き続き実施予定（文部科学省）広く国民一般に生涯学習に係る活動を実践する場を全
国的な規模で提供する「生涯学習フェスティバル」を開
催（文部科学省　平成元年度～）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

○

文部科学
省

○⑧政策・方針決定
への参画の促進に
も資するよう、地球
環境の保全、国際
理解、人権、高齢社
会への対応、男女
共同参画社会の形
成などの現代的課
題に関する学習機
会の充実を図ること
により、現代的課題
について自ら学習
する意欲と能力を培

○現代的課題に関
する学習機会の充
実

るための情報教育
を推進するととも
に、情報通信技術
を活用した教育の
推進に努める。

引き続き実施予定（文部科学省）

 社会教育施設が中核となり、地域における課題を総合
的に把握した上で、事業の企画、実施、評価を一体的
に行うモデル事業を実施。平成17年度は、30地域に委
託し、18年度は、13地域において実施。（文部科学省
平成16年度～18年度）

地域における教育情報発信・活用促進事業（文部科学
省　平成17年度～19年度）
【エルネット（教育情報衛星通信ネットワーク）を活用し
て配信された、地域おいて開発された学習コンテンツ
数平成17年度：264　平成18年度：191、インターネットを
活用して配信された、地域において開発された学習コ
ンテンツ数　平成18年度：35）

教育用コンテンツの活用･促進事業の実施（文部科学
省　平成15年度～）

習活動を充実する」こと、また、中学校・高等学校段階
においては、「情報手段を積極的にできるようにするた
めの学習活動の充実に努める」こととしている。（文部
科学省　平成14年度～）（９（１）ウ②に前掲）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○学習成果の適切
な評価

文部科学
省

○

○

する意欲と能力を培
うとともに、課題解
決に取り組む主体
的な態度を養う。

⑨様々な学習活動
の成果が適切に評
価されるような社会
の実現に向け、生
涯学習施策に関す
る調査研究を行うと
とともに、大学等に
おいて専修学校で
の学習の成果など
を単位として認定す
ることを奨励する。

イ　エンパワーメント
のための女性教育・
学習活動の充実

○女性のチャレンジ
を支援するための
学習機会の提供

専修学校専門課程のうち2年以上の学修によって単位
を認定する制度を設けている大学：平成17年度172大
学（約25%）（文部科学省「大学における教育内容等の
改革状況について（平成17年度）」より）

専修学校専門課程のうち2年以上のものでの学修を入
学前の既修得単位として認定する制度を設けている大
学：平成17年度231大学（33%）
（文部科学省「大学における教育内容等の改革状況に
ついて（平成17年度）」より）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

文部科学
省

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

②結婚・出産等によ
り、職業生活の中断
を余儀なくされた女
性の再チャレンジの
ため、職業生活に
必要な能力開発の
ための学習プログラ
ム等の充実及び学
習機会の提供に一
層努める。

①女性のチャレンジ
を支援する教育・学
習など情報提供を
一層充実する。

独立行政法人国立女性教育会館において、女性関連
施設職員等を対象として「女性のキャリア形成支援推
進研修」を開催。（文部科学省　平成18年度～）（10（１）
オ②に前掲）

「再チャレンジのための学習支援システムの構築」にお
いて、出産・育児後の女性等を対象に、身近な場所で
再チャレンジのための学習機会の提供などを実施（文
部科学省　平成19年度～）（１０．（２）イ①に前掲）

「専修学校を活用した再チャレンジ支援推進事業」にお
ける「女性の再チャレンジ支援プログラム」等におい
て、子育て等により就業を中断した女性等に対し、専修
学校の持つ職業教育機能を活用して学習機会の提供
を行い、その成果を普及。（文部科学省　平成18年度
～）（10（２）イ①に前掲）

「再チャレンジのための学習支援システムの構築」にお
いて、出産・育児後の女性等を対象に、身近な場所で
再チャレンジのための学習機会の提供などを実施（文
部科学省　平成19年度～）

「専修学校を活用した再チャレンジ支援推進事業」にお
ける「女性の再チャレンジ支援プログラム」等におい
て、子育て等により就業を中断した女性等に対し、専修
学校の持つ職業教育機能を活用して学習機会の提供
を行い、その成果を普及。（文部科学省　平成18年度
～）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

文部科学
省

○

文部科学
省

○

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

④女性が自らの意
思によって社会の
あらゆる分野におけ
る活動に参画する
ための力をつけるた
め、女性の多様化・
高度化した学習需
要や情報ニーズに
対応する生涯にわ
たる学習機会を充
実させる。

③高等教育機関に
おける託児施設の
整備等の推進を促
す。

「男女共同参画社会に向けた教育・学習支援に係る特
別調査研究」において、女性のライフプランニングに関
する意識形成等を促す学習プログラムを開発し、社会
教育施設等に普及する（文部科学省　平成19年度～１
０（１）ウ②、オ②、③に前掲）

独立行政法人国立女性教育会館において、女性関連
施設職員等を対象として「女性のキャリア形成支援推
進研修」を開催。（文部科学省　平成18年度～）（10（１）
オ②に前掲）

平成18年１月24日に開催された『平成17年度学校法人
の運営等に関する協議会』において、｢大学における多
様な人材の採用等について｣の資料を配布・周知。（文
部科学省）（１０．（１）エ②に前掲）

「女性のキャリア形成支援プラン」において、キャリア形
成支援事業の委託等を行うことにより、女性が社会で
十分能力を発揮し、多様なキャリアを形成するための
支援策について調査研究を行い、その成果を普及。
（文部科学省　平成16年度～18年度)（１（３）①に前掲）

○女性の生涯にわ
たる学習機会の充
実
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○女性の能力開発
の促進

文部科学
省

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

⑤職業生活に必要
な能力開発のため
の学習プログラム
等の充実及び学習
機会の提供に努め
る。特に、結婚・出
産等により、職業生
活の中断を余儀なく
された女性に配慮
する。

独立行政法人国立女性教育会館において、女性関連
施設や女性団体等の基幹的指導者を対象に、「女性関
連施設・団体リーダーのための男女共同参画推進研
修」を開催。（文部科学省　平成18年度～）（10（１）オ②
に前掲）

○女性の学習グ
ループの支援

「専修学校を活用した再チャレンジ支援推進事業」にお
ける「女性の再チャレンジ支援プログラム」等におい
て、子育て等により就業を中断した女性等に対し、専修
学校の持つ職業教育機能を活用して学習機会の提供
を行い、その成果を普及。（文部科学省　平成18年度
～）（10（２）イ①に前掲）

「再チャレンジのための学習支援システムの構築」にお
いて、出産・育児後の女性等を対象に、身近な場所で
再チャレンジのための学習機会の提供などを実施（文
部科学省　平成19年度～）(１０．(２)イ、②に前掲)
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

文部科学
省

○

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

文部科学
省

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○独立行政法人国
立女性教育会館の
事業の充実等

⑥女性団体・グルー
プ、ＮＰＯ等の学習
活動の支援、リー
ダー養成に努め、
女性の社会参画の
促進を図るととも
に、参画した女性の
活動成果の普及促
進に努める。また、
女性団体等の情報
活用能力の向上の
ための取組を促進
する。

⑦独立行政法人国
立女性教育会館に
おいては、国内外
の女性教育のナ
ショナルセンターと
して、基幹的女性教
育指導者 育成

独立行政法人国立女性教育会館の事業の充実等（文
部科学省）
国立女性教育会館は、女性教育のナショナルセンター
としての役割を果たすため、内外の関係機関・団体等
とのネットワークの拡大を図り、国立女性教育会館が
真に担うべき事業に重点化し、事業を実施（文部科学
省

独立行政法人国立女性教育会館において、女性関連
施設や女性団体等の基幹的指導者を対象に、「女性関
連施設・団体リーダーのための男女共同参画推進研
修」を開催。（文部科学省　平成18年度）（10（１）オ②に
前掲）

独立行政法人国立女性教育会館において、全国の行
政関係者・研究者・団体等が一堂に会し、相互の情報
交換・ネットワーク形成を支援する交流事業、「男女共
同参画のための研究と実践の交流推進フォーラム」を
開催。（文部科学省　平成18年度～）（10（１）オ②に前
掲）
独立行政法人国立女性教育会館「女性のキャリア形成
支援サイト」において、研究者・技術者、NPOリーダー
など多様な女性のロールモデル事例等を提供。（文部
科学省　平成17年度～）（１（３）①に前掲）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

ウ　進路・就職指導
の充実

○進路指導の充実

文部科学
省、厚生
労働省

○①高等教育機関に
おいて、四年制大
学、短期大学、専門

育指導者の育成、
女性のチャレンジ支
援のための情報提
供やＤＶ問題教育プ
ログラム開発など喫
緊の課題への対
応、アジア太平洋地
域等の女性のエン
パワーメント支援、
女性アーカイブセン
ター機能の充実等
を行う。

小・中・高等学校で一貫したキャリア教育を行うための
組織的、系統的な指導内容・指導方法等の開発を調査
研究内容とした「新キャリア教育プラン推進事業」を実

省）

・女性関連施設や女性団体等の基幹的指導者を対象
に、「女性関連施設・団体リーダーのための男女共同
参画推進研修」を開催（18年度～）　１０（１）ウ②、オ
④、１０（２）イ④、⑥
・「女性のキャリア形成支援サイト」において、研究者・
技術者、NPOリーダーなど多様な女性のロールモデル
事例等を提供。（17年度～）１（３）①、⑤、１０（２）イ⑥
・公私立の女性関連施設相談業務担当者に対する「配
偶者からの暴力等に関する相談員研修」（18年度～）を
開催
・内閣府からの受託事業として「配偶者からの暴力被
害者支援セミナー」を開催（17年度～）
・17年度～18年度に「人身取引とその防止・教育・啓発
に関する調査研究」を実施し、その結果に基づき19年
度から教材および啓発プログラムの開発を開始。（17
年度～）　７（５）エ①
・開発途上国等女性行政・教育担当者、NGOのリー
ダーを対象に「アジア太平洋地域の女性リーダーエン
パワーメントセミナー」を開催（18年度～）
・「女性アーカイブセンター機能に関する調査研究」の
成果に基づき、女性関係資・史料の収集・整理を開始
（17年度～）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○

学校等への進学率
や専攻分野におけ
る男女の偏りが見ら
れ、また、大学院に
おいても同様の偏り
が見られることを踏
まえ、小・中・高校段
階から、児童生徒
の能力・適性・進路
希望等に応じた進
路指導を展開するこ
とが重要である。こ
のため、専攻分野
に関する正しい情
報を提供し、進路指
導者が固定的な性
別による考え方にと
らわれることなく、児
童生徒一人一人が
自らの生き方を考
え、主体的に進路を
選択する能力・態度
を身に付けるように
指導する。また、児
童生徒一人一人に
高い職業意識の育
成を図るため、職場
体験やインターン
シップなどの体験活
動を推進する。

委託事業で開設するポジティブ･アクションに関するサ
イト上に女子学生向けの情報を掲載（厚生労働省）

施（平成16年度～平成18年度）（文部科学省）

就職や進学を考えている高校生向けに「私の仕事・未
来形」リーフレットを作成・配布（厚生労働省）

平成19年度より、高等学校、特に普通科におけるキャ
リア教育を充実するため、「高等学校におけるキャリア
教育の在り方に関する調査研究」を実施（文部科学省）

平成17年度より、中学校を中心に５日間以上の職場体
験を「キャリア・スタート・ウィーク」として取組むととも
に、地域の協力体制を構築する「キャリア教育実践プロ
ジェクト」を実施（文部科学省）

23



施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

○

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

文部科学
省、厚生
労働省

○職業意識の醸
成、意識啓発の実
施

インターンシップの普及・促進のため、平成12年度より
インターンシップ推進フォーラムを開催。（文部科学省）

「女性のキャリア形成支援プラン」において、科学技術
分野への進路選択支援に関する先進事例の調査・提
供等を行い、社会教育関係者などに向けた取組のモデ
ルプログラム事例集を作成することなどにより、女性の
多様なキャリア形成支援の取組の充実を図る。（文部
科学省　平成18年度）

「男女共同参画社会に向けた教育・学習支援に係る特
別調査研究」において、女性のライフプランニングに関
する意識形成等を促す学習プログラムを開発し、社会
教育施設等に普及する（文部科学省　平成19年度～）
（１０（１）ウ②、オ②、③、１０（２）イ④に前掲）

大学等におけるインターンシップ実施状況（文部科学
省）
大学447校（62.5％）、42,454人
短期大学157校（37.8％）、4,307人
高等専門学校60校（95.2％）、7,463人

②男子向け・女子向
けとされる職種にと
らわれることなく、幅
広い進路選択を念
頭に、一人一人が
主体的に進路を選
択することを目的と
し、望ましい勤労
観・職業観や職業に
関する知識・技能を
身につけさせるな
ど、職業意識の醸
成や意識の啓発を
図る。
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

○

○

内閣府、
文部科学
省

○ ○

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

③女性の進学や進
出の割合が低い理
工系分野等につい
て、本人及び親、教
員等を対象とする女
性のロールモデル
等の情報提供や啓
発等のチャレンジ支
援を推進する。

引き続き実施予定（内閣府）

女子学生のための就職ガイドブックやポスターを作成
し、各大学、短大へ送付（厚生労働省　～平成18年度）
（３（１）ア⑥に前掲）
企業の人事・面接担当者等を対象に選考ルールブック
を作成（厚生労働省）（３（１）ア⑥に前掲）

募集・採用において男女の均等取扱いが徹底されるよ
う行政指導を実施（厚生労働省）（３（１）ア⑥に前掲）

「女性のキャリア形成支援プラン」において、科学技術
分野への進路選択支援に関する先進事例の調査・提
供等を行い、社会教育関係者などに向けた取組のモデ
ルプログラム事例集を作成することなどにより、女性の
多様なキャリア形成支援の取組の充実を図る。（文部
科学省　平成18年度）１０（２）ウ②に前掲

「男女共同参画社会に向けた教育・学習支援に係る特
別調査研究」において、「女性の理工系進路選択支援
に関する調査研究」を実施し、科学技術分野における
女性の進出促進を支援するため、男女共同参画の視
点に基づいた女子生徒の関心・理解増進を図る効果
的な方策を検討し、社会教育施設担当者が活用可能
な普 啓 資料を作成する 部科学省 成 年

 委託事業で開設するポジティブ・アクションに関するサ
イト上に、女子学生向けの情報を掲載。（厚生労働省）

女子中高生の理系進路選択支援事業(文部科学省　平
成18年度～）（３（１）ア⑦に前掲）

女性高校生等の理工系分野の進路選択を支援するた
め、WEBサイト、パンフレット及び地域との連携による
事業等による情報提供・意識啓発キャンペーンを実施
（内閣府　平成17年度～）（３（１）ア⑦に前掲）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○就職指導の充実

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○

○

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

文部科学
省、厚生
労働省

④大学等が、将来
のキャリアに関連付
けた専門教育を展
開するよう促す。例
えば、教育課程の
中でキャリア教育の
ための教育プログラ
ムを作成すること
等、各大学において
学生の職業意識の
醸成に関する取組
を促すとともに、イン
ターンシップの更な
る普及促進に努め
る。また、各大学に
おいて就職指導に
関する取組の充実
を図る。

社会的要請の強い政策課題に対応し公募テーマを設
定、優れたインターンシップ・キャリア教育等の取組を
実施する大学等を支援。（文部科学省）

各大学において学生の職業意識の醸成に関する取組
を促すとともに、インターンシップ等キャリア教育の更な
る普及促進。（文部科学省）

な普及啓発資料を作成する。（文部科学省　平成19年
度～）３（１）ア⑦、３（４）①に前掲

現代的教育ニーズ取組支援プログラム（平成19年度予
算額：5088百万円の内数）（文部科学省）
社会的要請の強い政策課題に対応し公募テーマを設
定、優れたインターンシップ・キャリア教育等の取組を
実施する大学等を支援。
テーマ「人材交流による産学連携教育」
平成17年度　申請49件、選定8件
テーマ｢実践的総合キャリア教育の推進」
平成18年度　申請176件、選定33件
平成19年度　申請153件、選定30件

大学等におけるインターンシップ実施状況（文部科学
省）
大学447校（62.5％）、42,454人
短期大学157校（37.8％）、4,307人
高等専門学校60校（95.2％）、7,463人

女子学生を含む学生に対する就職支援として「全国就
職指導ガイダンス」を開催。（文部科学省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○

○

○ ○

○

○

文部科学
省、厚生
労働省

○

文部科学
省、厚生
労働省

⑥学生職業セン
ター等において、女
子学生等も含め就
職支援を着実に実
施する。

⑤大学等において、
男女共同参画の視
点を踏まえた女子
学生、女子生徒の
多様な職業選択を
可能にするための
専門的知識の習得
や意識啓発等を早
期に行うよう努め
る。特に就職指導に
おいて、男女共同
参画の視点を踏ま
えるよう努める。 委託事業で開設するポジティブ・アクションに関するサ

イト上に、女子学生向けの情報を掲載。（厚生労働省）

企業の人事・面接担当者等を対象に選考ルールブック
を作成（厚生労働省）（３（１）ア⑥に前掲）

募集・採用において男女の均等取扱いが徹底されるよ
う行政指導を実施（厚生労働省）（３（１）ア⑥に前掲）

女子学生のための就職ガイドブックやポスターを作成
し、各大学、短大へ送付（厚生労働省　～平成18年度）
（３（１）ア⑥に前掲）

関係会議などで、大学等に対して、学生に対する就職
指導の際、男女雇用機会均等法の趣旨に沿った配慮
を行うよう要請。（文部科学省）

大学等におけるインターンシップ実施状況（文部科学
省）
大学447校（62.5％）、42,454人
短期大学157校（37.8％）、4,307人
高等専門学校60校（95.2％）、7,463人

関係会議などに出席する大学等に対して、学生への就
職指導に当たっては、ハローワークなどの外部関係機
関と連携を図るよう要請。（文部科学省）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○  引き続き実施予定（厚生労働省）

文部科学
省、厚生
労働省

○ ○ 引き続き要請予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定（厚生労働省）

文部科学
省、厚生
労働省

○ ○

⑦大学において専
門教育の修得が、
男女ともに学生に
とって多様な職業選
択を可能にするた
め必要であることを
踏まえ、経済団体等
に対し、実質的な就
職・採用の活動開
始や内定の時期等
について、大学教育
へ十分配慮するよう
要請する。

○各経済団体等へ
の協力要請

引き続き配慮を要請予定（文部科学省⑧女子学生・女子
高校生に対する均
等な就職機会の確

学生職業センター等において、大学生等に対し、求人
情報の提供、職業指導、職業相談等の就職支援を実
施（厚生労働省）

文部科学省高等教育局長からの依頼を受け、厚生労
働省職業安定局長名により、「平成19年度の大学、短
期大学及び高等専門学校卒業予定者の就職・採用活
動に係る取り扱いについて」を通知（厚生労働省　平成
18年11月）

平成19年度大学等卒業予定者の就職・採用活動の
ルールを協議する際に、実質的な就職・採用活動の開
始時期や内定時期について、大学教育へ十分配慮す
るよう、企業側に要請。（文部科学省）

経済団体等に対し、女子生徒が男子生徒と実質的に
均等な機会が与えられるよう格別の配慮を要請。（文
部科学省）

学生職業センター等来所者数

（人）

17年度 18年度

来所者数 564,922 600,428
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○ 引き続き要請予定。（文部科学省）

○ ○ 引き続き実施予定。（文部科学省）

○ ○

○

○

保について引き続き
要請を行う。

 委託事業で開設するポジティブ・アクションに関するサ
イト上に、女子学生向けの情報を掲載。（厚生労働省）

平成19年３月末高等学校卒業者の就職率：93.9％
　　　　　　　（男子：95.7％　女子：91.4％）

募集・採用において男女の均等取扱いが徹底されるよ
う行政指導を実施（厚生労働省）（３（１）ア⑥に前掲）

文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省職業安
定局長連名により、 「平成20年3月新規中学校・高等
学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始日等並び
に文書募集開始時期等について」を通知（文部科学
省、厚生労働省　平成19年3月）

女子学生のための就職ガイドブックやポスターを作成
し、各大学、短大へ送付（厚生労働省　～平成18年度）
（３（１）ア⑥に前掲）
企業の人事・面接担当者等を対象に選考ルールブック
を作成（厚生労働省）（３（１）ア⑥に前掲）

平成19年度大学等卒業予定者の就職・採用活動の
ルールを協議する際に、女子学生に対する均等な就職
機会の確保について企業側に要請。（文部科学省）（再
掲）
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